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○三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付要綱 

平成２９年３月３１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、在家庭児童及びその保護者を対象とした子育て支援活動

を促進するため、市内において継続した子育て支援活動を実施する団体に対

し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象とな

る者（以下「補助対象者」という。）は、在家庭児童（幼稚園、認定こども

園又は保育園に通園又は通所していない就学前の子どもをいう。以下同

じ。）及びその保護者を主たる対象として子育て支援活動を実施する団体で

あって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 三木市を拠点として活動する団体であること。 

（２） 構成員が２人以上いること。 

（３） 構成員の半数以上が市内に居住する者であること。 

（４） 子育て支援活動を主たる目的として活動するものであること。 

（５） 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でな

いこと。 

（６） 次条に規定する補助対象事業を一の年度につき１２回以上実施する

ものであること。 

（７） 次条に規定する補助対象事業について、市から別の補助金等の交付

を受けていないこと。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、市内において在家庭児童及びその保護者を主たる対象として実施される

ものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助対

象者の構成員及びその児童のみを対象として実施するもの、対象者が児童の

みを対象として実施するものは、補助対象事業としない。 

（１） 親子の交流の場の提供及び子育て支援に関する事業 

（２） 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関する事業 

（３） その他地域社会での子育てを支援するものとして市長が認める事業 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、報償費、印刷製本費、物品購入費、消耗品費、食材料費、通信運搬費、

保険料、交通費、使用料、賃借料、備品購入費、その他市長が特に必要と認
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めたもの（補助対象事業に要する経費に限る。）とする。ただし、人件費、

家賃、光熱水費、食料費その他団体の管理にかかる経費については、補助対

象経費としない。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額

（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。た

だし、１０万円を限度とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、

三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 構成員名簿 

（４） 会則その他団体の活動内容を確認できる書類 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交

付決定（却下）通知書（様式第４号）により当該申請者に通知するものとす

る。 

（補助事業の変更等） 

第８条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、交付決定の対象となった事業（以下「補助事業」という。）の内

容を変更しようとするときは、三木市子育て支援団体活動促進事業補助金変

更交付申請書（様式第５号）に第６条各号に掲げる書類を添えて市長に提出

し、その承認を得なければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やか

に三木市子育て支援団体活動促進事業中止（廃止）承認申請書（様式第６

号）を市長に提出し、その承認を得なければならない。 

３ 前条の規定は、前２項の規定による承認をした場合について準用する。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市子育て支

援団体活動促進事業補助金実績報告書（様式第７号）に、次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 
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（１） 実施報告書（様式第８号） 

（２） 収支決算書（様式第９号） 

（３） 補助対象経費に係る領収書 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定等） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内

容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市子育て支援

団体活動促進事業補助金交付額確定通知書（様式第１０号）により当該補助

事業者に通知するものとする。 

（請求等） 

第１１条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受け

ようとするときは、三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付請求書

（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただ

し、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１） この要綱の規定に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り

消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当

該補助金を返還させるものとする。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第１０号（第１０条関係） 

様式第１１号（第１１条関係） 

 


